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令和５年第４回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和５年１２月１８日（月曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会 計 管 理 者              加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  一般質問＜Ｐ３～Ｐ２６＞ 

 日程第 ２  行政報告（町長）＜Ｐ２６～Ｐ２７＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 全員の出席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時１７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 この際、報告をいたします。 

 １２月５日に審議いたしました議案第９

４号美盛足寄線外１路線整備工事請負契約

についての議案中「４、契約の相手方」の

社名の文字に誤りがありましたことから、

同日付で町長から議長に対して、配付の正

誤表のとおり訂正したい旨の申出がありま

した。 

 本件につきましては、契約の目的、方

法、金額、相手方の住所、代表者の氏名等

にはもちろん誤りがなく、「瑕疵ある議

決」には当たらないものであり、北海道町

村議会議長会にもその旨確認しておりま

す。 

 よって、町長の申出のとおり、さよう訂

正をお願いいたします。 

 これで、訂正の報告を終わります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

昨日開催されました、第４回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

 本日は、昨日に引き続き、一般質問を行

います。 

 次に、町長から行政報告を受けます。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 昨日に

引き続き、一般質問を行います。 

 昨日の引き続きとなりますので、それぞ

れ９０分でお願いいたします。 

 １０番進藤晴子君。 

（１０番進藤晴子君 登壇） 

○１０番（進藤晴子君） それでは、昨日

に引き続き、再質問を続けさせていただき

ます。 

 昨日は町長より三意会の老健の件に関し

ましては、今入所されている方に関しては

一人一人に対応されていく、もし必要であ

れば福祉課の相談も受けていただけるとい

うことを聞きました。 

 あと、職員に関しましては、来週にでも

すぐに町のほうでも対応していって、職員

に引き続き足寄町に残っていただけるよう

な対応をしていきたいというふうに町長か

ら説明を受けました。 

 そして、町長も言っておられましたが、

三つ目のポイントとしては、今後どうされ

るのかですね。老健の５０床がなくなるわ

けなので、町民は大変不安に思っておりま

す。こちらのほうを今現時点で町はどうさ

れていくつもりなのか。まずはそこを確認

させていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 老健が来年の３月

になくなるということでありますので、来

年の３月までということにもならないかも

しれませんけれども、なるべく早い段階で

今後の対応について検討していきたいなと

いうように考えておりまして、現状では今

現在入所されている方たちをどうしていく

のかですとか、それからそこで働いている
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方たちをどうするのかと、ぜひ足寄町で働

いてもらいたいですとかいった部分をまず

は対応していきたいなと考えておりまし

て、その後やはりその後の、老健がなく

なった後の対応をどうしていくのかといっ

た部分の検討をしていきたいというように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 今後検討してい

くということだと思うのですが、ちょっと

確認なのですが、矢野議員の昨日の質問の

ときに、アンケートの件で言われていたの

で、実際今の国保病院と老健を一緒にする

ということは、現実的ではないというよう

な昨日お話あったと、私はそのように受け

止めました。以前、私も多分そのことをお

聞きしたときには、施設基準がやはり違う

ので、入り口がどうのとか、そういう細か

いところがクリアするのが難しいと。なの

で、あそこに老健だとかそういう介護のほ

うを一緒にするのはできないと、たしか私

は聞いたような覚えがございます。 

 それは、できるのか、それとも難しいの

か。その辺をちょっと確認させていただき

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 前にもお話しして

いるとおり、施設として二つのものが一緒

になるということになりますと、例えば入

り口がもう一つなければならないですと

か、いろいろな制約が出てくるというよう

に思っています。そういったことで考えて

いきますと、かなりの改修が必要であった

りですとか、それから現状のまま例えば病

院の６０床を残しながら老健もつくります

よということになりますと、当然のことな

がら増設だとかそういったことにもなって

くるのかなというように思います。ですの

で、今後の病院の在り方だとか、そういっ

たことも含めて考えていく部分も必要に

なってくるということにはなりますけれど

も、現状の今の国民健康保険病院の施設を

使って、何かその中に老健をつくるだとか

ということは難しいというか、困難だとい

うように思っておりますので、どちらかと

いえばできないに近いほうの難しいとい

う、そういう考え方なのかなというように

思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

できないというよりは困難、困難だけれど

もできないほうに近い困難ということで受

け止めました。 

 いずれにしても、人口問題とかこれから

１０年後、２０年後、３０年後たったとき

に、国保病院をどうするか、あと建て替え

なくてはいけないとか、それぞれいろいろ

な環境の下にそういうものも少しずつ考え

直していかなくてはいけない、構築し直さ

なくてはいけないというふうに受け止めま

した。ありがとうございます。 

 では、次に行かせていただきます。 

 一つ目の医療職・介護職・ボランティア

等の人材不足の現状ということで御答弁を

頂きました。 

 結果としては、看護師も慢性的な人材不

足、介護士もそうです。ケアマネもそうで

す。そして、生活コーディネーターのほう

もいらっしゃるということですけれども、

この生活支援コーディネーターというの

は、ほかに町の中ではなくて、これはＮＰ

Ｏ法人ということなので、ママサポートえ

ぷろんの中にお一人いらっしゃるというこ

とでよろしいですね。分かりました。 

 あと介護支援ボランティアのほうも、こ

れもコロナの影響もあるということで、も

ともといらっしゃらないところにコロナで

中に、施設に入っていけなかったからなお

さら人数が少なくなってきたというふうに

受け止めましたが、よろしいですか、それ
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で。はい。 

 では、そちらなのですけれども、まず看

護師ですが、今現在の採用方法は幾つもあ

るかと思いますが、どのような採用方法を

取られてますでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えさせていただきます。 

 現在看護師の採用に当たりましては、例

えば口コミによる紹介ですとか、看護協会

からの紹介というのもございます。また、

求職者サイトのダイレクトメールというの

ですかね、個人にメールを送らせていただ

いて、なかなかこれヒットしないという

か、５０件ぐらい送っても１件来るかなと

いう、そんなようなことをやってアプロー

チをしていたり、あと今年は帯広のほうに

集団面接会、こちらのほうにも出向いて採

用活動を行っています。こちらも行って１

名ですか、来ていただいて、見学はしてい

ただいたのですが、ちょっとその方は採用

には結びつかなかったというようなことが

あります。 

 あと町の医師等修学資金貸付金、こちら

のほうで看護師の確保対策、またハロー

ワークだとかホームページでももちろん

やってございます。 

 これらの取組で、これまで一定の効果と

いうのはあったのかなと思ってますが、残

念ながら安定的な正職員の確保というのに

はつながっていないという現状にありま

す。 

 今、院長先生のほうが実は全国の国保診

療施設協議会の理事で、北海道の会長さん

をやられているので、そういったところで

例えば看護協会で認定看護師というのです

かね、そういった制度をぜひ北診協、国診

協のほうで一定の期間地域医療に従事した

場合に、そういった資格を与えるような、

そういったシステムができないかというこ

とで、何とか院長先生が今その職に就いて

いる間に、そういった取組をちょっとして

もらえないかなということで院長先生とは

お話をしているというところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 画期的な取組を

されているということですね。認定看護師

のシステムを使って、その資格を取るため

に足寄町に、地域医療ということですね、

そうなりますと。地域医療の看護師も認定

看護師ができているということ……、これ

からつくろうということですね。では日本

のシステム自体を変えていこうということ

ですね。すばらしい取組だと思います。本

当にぜひ進めていただきたいと思います。 

 あともう一つ、今派遣看護師のほうはい

かがなのでしょうか。何人かいらっしゃい

ますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 応援ナースのほうは５名の枠を持ってい

まして、一応応援ナースさんはうちは意外

に長期でずっといていただいて、大体応援

ナースは３か月とか半年という単位で転々

としていくのですけれども、当院の場合は

皆さん長くいていただいているというよう

な感じにございます。 

 あと、正職員が今実際にこの５年間で７

名ぐらい不足しているという状況にありま

す。来年、これから１名採用内定出してい

ます。もう一人が修学資金の貸付者で１月

に面接を行って４月から順調にいけば採用

かなと。もう一人採用予定者がいるので、

それでも４名足りないということで、そこ

については今三意会の関係もありますの

で、そういったことも含めて正職員の確

保、やはり常時常勤でいていただくという

ことが必要だということで、今何とか全体
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の数を補完しているのは夜勤専従の看護師

さんを６人ぐらいダブルワークとかで帯広

だとか、そういったところから月四、五回

ということで来ていただいて、何とか回し

ているというような状況にございます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） よく分かりまし

た。何とかクリアできそうな、明るい兆し

が見えているというふうに私は受け止めま

した。 

 幾ら応援ナースがいて夜勤専従がいて、

取りあえずの仕事、業務量はこなせるけれ

ども、新人看護師の指導であったりとか、

そういうことであると看護師歴ではやはり

３年、４年はしっかり勤め上げた方でない

と、そういう指導はできないというふうに

私も思っております。そういう教育システ

ムを構築するためにも、やはりそういう職

員を増やしていくというのは絶対必要だと

思いますので、今後とも努力をしていただ

きたいなというふうに思っております。 

 あと、ケアマネジャーですね。ケアマネ

ジャーは足寄町の中で何人ぐらいいらっ

しゃいますか。施設ケアマネ、居宅介護支

援事業所のケアマネ、トータルでもし分

かったらお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 まず居宅のケアマネジャーにつきまして

は、現在常勤、非常勤合わせまして８名い

らっしゃいます。施設のケアマネジャーに

つきましては、３名いらっしゃいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 介護士もケアマネも大変足りない中で、

今看護師のほうも三意会の件もあるので、

そちらのほうにいらっしゃる方もいるかと

思います。ここでもう一度確認なのです

が、三意会さんの４０人を退職というふう

に新聞報道か何かで出ておりましたが、そ

の４０人の職種、人数ですね。看護師何

人、ケアマネ何人、介護士何人、もしお分

かりになるようでしたら教えてください。

栄養課とかそちらのほうも含めてです。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 今現在老健あづまさんに勤務されてい

らっしゃる従業員の方の人数、私どもで今

現在把握をしている状況でございますが、

介護福祉士の方が１５名と、看護師の方が

６名、理学療法士の方が２名で、ケアマネ

が１名、管理栄養士さんが１名、調理員さ

んが６名、専門職についてはそういった形

になっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ３１人ぐらいの

方の専門職の方がいらっしゃるということ

ですね。分かりました。 

 そちらのほうはなるべく役場の力で、何

とか足寄町に残っていただくということで

取り組んでいただければいいかなと思いま

す。介護士さんのほうはいろいろな補助金

を出したり、足寄高校の人たちに説明した

り、足寄に残ってもらえるようにというこ

とで取り組んでおられることは分かってお

りますので、そちらの説明は求めません。 

 あとはボランティアですね。専門職はそ

ういう感じで処遇、何とかしようとしてい

ると思いますが、今現在ボランティア、こ

こで答弁いただいたのは介護支援ボラン

ティアということで、なかなか施設に入っ

ていけなかったので人数が、もともと不足

しているところがどんどん少なくなってき

ている。これは社協でやっている国も認め

ている有償のボランティアということでよ



― 7 ― 

ろしいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 社協で活動していただいてる方々につき

ましては有償ということではなく、ボラン

ティアとして活動していただいた方にポイ

ントを付与させていただきまして、そのポ

イントによって活動費というか、その返礼

というか、そういった部分を出すというよ

うな形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 有償のボランティアはいないというふう

に受け止めてよろしいですね。 

 そのポイントというのはちょっと私たち

には分かりづらいのですけれども、ポイン

トをためていくとそのポイントはどのよう

に皆さん使われるのでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） ポイントにつ

きましては、ボランティアに登録をしてい

ただいた段階で手帳をお渡ししまして、そ

の手帳をお持ちいただいて活動していただ

く形になります。活動先で活動した際に押

印をしていただいて、その押印の数によっ

て換金というか、報奨金に変わるのですけ

れども、５,０００円を限度としてお支払い

をさせていただいているという状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

マックス上限が５,０００円ということです

ね。それは月に５,０００円ということでは

なくて、年間ということでございますね。

分かりました。 

 それを少し楽しみにしながら支援ボラン

ティアをされているというふうに受け止め

ましたが、ここでは介護支援ボランティア

ということで答弁いただいておりますが、

大きく広くボランティア活動をされている

方はほかにもいらっしゃるかと思います。

婦人ボランティアの方であったり、ボラン

ティアの割には大変な御苦労をされながら

やっているということも聞いております。 

 今足寄町でやっているボランティア活動

をされている方々の、何か問題点、課題と

いうのはありますでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 進藤議員が仰せのとおり、ボランティア

につきましては私どもの、先ほど答弁させ

ていただいています介護支援ボランティア

のほかに婦人ボランティアさん等の活動も

ございます。そういった形の中でいろいろ

ボランティアをしていただいて、御協力を

いただいているわけですが、担い手がだん

だんだんだん、そのまま会発足当初から活

動をずっと継続されている方々が長くて、

新たに入ってくる方が若干少ないのかなと

いうような感じは私はしております。そう

いったところが継続するためには、新しい

方が入ってくることが必要になってくるの

かなとは思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ボランティアの

高齢化、私もいろいろなボランティアの方

と一緒に行動したり、いろいろなことをし

ているので大変よく分かるのです。一生懸

命頑張っていらっしゃる。あの方たちの跡

を誰が引き継いでいくのだろうということ

は、自分も含めて非常に今危惧されるとこ

ろで、いろいろな取組ができなくなってき

ているというのが足寄町の現状、足寄町だ

けではないかと思いますが、現状だと思い

ます。 

 ボランティアの啓発対策、どういうふう
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にボランティアを増やしていこう、そうい

う対策について町でやってらっしゃるこ

と、これからやっていこうと思うこと、何

かありましたら教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 ボランティア活動については共助のため

には大変必要なことでありまして、そう

いった部分で介護支援ボランティアの部分

でいきますと、社協さんに委託をしている

状況でございますが、そういった中で活動

者の募集だとか活動の支援だとかをするよ

うな形で、ボランティアに参加していただ

く方の人数を増やしていくという活動を

ちょっとしていきたいというふうに考えて

おります。 

 そういった部分では、社協さんとまた協

力をしながら広報等で御紹介をさせていた

だきながら、啓発をしていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 専門職を増や

す、維持するだけではなくて、本当に共助

ですね、協働のまちをつくるにはやはりも

しかしたら一番大切なことなのかもしれな

いというのを最近私も感じておりますの

で、ぜひ積極的にしていっていただきたい

なと思います。 

 ここで大きくボランティアということに

関して、私たちの世代は教育を受けたこと

もなければ、自分で本を読んで、へー、そ

ういうこともするんだと。あと、災害が

あったときのボランティアの活動を見て、

そこまでできるんだというのを自分ながら

に勉強しながら生きてきたつもりですが、

今の子供たちはどうなのか。どういう教育

を受けているのか。教育委員会のほうから

説明を受けたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） ボランティ

ア、地域貢献という部分では大切なことだ

と思っています。 

 私のほうからはどういった地域ボラン

ティア活動をしているかということを、

ちょっとお答えさせていただきたいなと思

いますが、私どもで私のほうで把握してい

る部分については、小中学校で行っている

のはごみ拾い活動だとか、クリーン作戦、

これは全ての小中学校で行っているわけで

はございませんが、そういった部分が多い

のかなというふうに思っています。 

 今回質問のある福祉的な部分のボラン

ティア活動というのはちょっと把握してな

いのですけれども、そういった取組がして

いるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 小中学校の中で

は、学習指導要綱の中にもボランティア活

動の位置づけもされているかと思います。

考え方としては、子供たちの教育上のボラ

ンティア、どのようにお考えなのか。お考

えだけで結構です。教育長、お願いしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） お

答えいたします。 

 ボランティア活動については非常に重要

なものだというふうに、学校教育の中でも

位置づけられていますが、そのために教育

に使う時数が、ではどれだけあるのかとい

うと、３年間通して、９年間通してです

ね、そんなにたくさんあるわけではない。

例えば、特別活動、年間３５時間あるので

すが、その３５時間の中で何を実際に取り

組んでいくかとなると、ボランティアに係

る部分というのは本当に１時間、２時間と

か、そういう時数になってくると。あと
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は、児童生徒会、児童会、生徒会を通し

て、そういうボランティアを進んで取り組

んでいくと、放課後活動で。そのような活

動がメインになってきますので、重要なこ

とは認識していますが、そのことについて

何十時間も学校教育の中で取り組むという

状態には今はなっていないです。 

 私自身もボランティア活動の大切さとい

うのはすごく認識してますが、それを教育

課程内、あとは教育課程外通して、いろい

ろな場面でバランスよく調和の取れた取組

をしていくということがすごく大事だとい

うふうに認識はしています。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 時間が限られている中、教育課程の中

で、ボランティア独自のそれをやっていく

時間はないと。ですけれども、ボランティ

ア精神というのは道徳の時間であったり、

ＳＤＧｓの観点から、そういうことからも

少しずつでも子供たちの中に浸透していけ

ばいいのかなというふうに私自身は思いま

す。ありがとうございます。 

 あとは、実際いろいろなイベントに私も

参加して感じたことは、依頼をかけたこと

はあるのですが、足寄高校のボランティア

サークルに大変お世話になったこともござ

います。そして、一生懸命頑張って仕事を

していただける。そして、ただその子たち

が入ってきて、来てくれるだけで非常に若

返って活気があふれて、イベントですね。

本当にみんな喜んでいたという、そういう

記憶がございますので、足寄高校のボラン

ティアサークルもどんどん続けていってい

ただければなというふうに思っておりま

す。ありがとうございます。 

 では、次の質問に移りたいと思います。 

 連携ですね。国保病院、あと介護施設の

連携状況、それぞれの施設と病院名を出し

て御回答いただいたわけですが、足寄町国

保病院さんと特別養護老人ホーム、あと町

ですね、福祉課のほうと、そちらは１週間

に１回いろいろな連携取っているというこ

とで御回答いただいてますし、私もそれは

知っておりました。そこはクリアできてい

る。あとむすびれっじもですね。いろいろ

な情報交換されていると思うのでよろしい

かと思うのですが、連携一つにしても大変

幅が広くて、今回老健はもう３月でという

ことですけれども、認知症のグループホー

ム、あとケアハウス、こちらがございま

す。こちらの横の連携、何を言いたいかと

いいますと、連携システムがうまくいくと

いうのは適材適所といいますか、状況はそ

の人一人の状況は変わります。医療が必要

であれば病院、介護になれば介護、医療ケ

アが必要であればそういう今までは老健。

認知症にしても最初のうちは自分で何でも

できたけれども、入所しましたけれどもど

んどんどんどん進んできたとか。それぞれ

で変わってくるときに、本当ならばその人

が一番いて一番安心できるところ、そこに

移っていくのが一番いい連携なのかなと、

ほかから見ればですね。そんな簡単にはい

かないよというのはあるかと思うのです

が、御本人の希望、御家族の希望、そして

その御本人の状態に合わせてどんどん移っ

ていくのが一番、町の中で完結するのが一

番なのかなと、私個人は思っております

が、その中でケアハウスと認知症、今認知

症の方がどんどん増えております。進んで

くるという話も聞いておりますが、そこの

横のつながり、うまく移動されていってい

るのかどうか。ケアハウスの入所者様の状

況も踏まえて御回答いただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 ケアハウスの状況という部分につきまし

て、詳しい状況という部分は施設のほうか

らお伺いはしていない状況なのですけれど

も、利用者数は定員に近い人数利用されて
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おりまして、当然もともとは自立をしてい

る方が利用される施設ですので、そういっ

た方たちで利用されているという状況でご

ざいましたが、年々お年を召すという状況

の中で、若干の支援が必要になってくる方

もいらっしゃるというところで、そういっ

た方々については外部からの介護支援だと

かのサービスを、平たく言いますとヘル

パーですね。ヘルパー支援を入れることに

よって自立した生活をそのまま継続してい

ただくというような形でお過ごしされてい

る状況がございます。 

 当然施設の御判断、本人、御家族の御判

断にはなろうかと思いますが、身体的介護

がだんだん多くなってきますと、やはり御

本人の生活にも影響が出てきますので、そ

ういった段階になりましたら、多分そう

いった方々は介護認定が受けられる状況に

なっておりますので、介護認定受けられて

いる方についてはケアマネジャーがつきま

すので、そういったケアマネジャーの御判

断と御家族と御本人との相談の中で、新た

な施設に転所するだとかということも検討

されながら、御本人が生活しやすい環境を

維持するというような形になっているかと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 今ケアハウスの

件で御回答いただきましたが、ケアハウス

の入ってらっしゃる方で要介護２もしくは

それ以上になっている方もいらっしゃると

いう、入ったときはそうでなくても少し進

んでしまったと、そういう方もいらっしゃ

る。９０以上の歩行器を使いながらでしか

動けない方もいる。車椅子でなければいけ

ない方もいる。そういうだんだんこの１０

年ぐらいどんどん進んでいっているような

ことをお伺いしました。私はクリニック

やっておりますので、そこにケアハウスさ

んが車で送ってくれる。ですけれども、そ

ういう人もだんだんだんだん高齢化して動

けなくなってきているという状況も見てお

ります。 

 そういう中で、その人たちを今要介護の

ほう、認定されていればもちろんケアマネ

がついているわけです。それぞれのケアマ

ネがそれぞれその人に対応してやっている

わけですが、そこを、ケアマネさんも大変

だと思います。昔はケアマネさんがケアハ

ウスにおりました。なので、施設の中で

しっかりと管理をされていた、十分情報が

分かる。ですが、外から来るケアマネの方

があそこに入っていらっしゃる方が御家族

ともちろん一緒にはいないですね。御家族

の話を聞くのは御家族にまた行って、本人

の状況を見て、そして御家族が近くにいな

ければ施設の人の話も聞き、大変な御苦労

をされているのではないかと思います。 

 そういう中で、もうとてもケアハウスで

は無理だから移しましょうといったとき

に、スムーズにそれができているのかどう

か。お話を伺いに行ったときには、それが

どう考えても連携ができているようには考

えられないというような施設側のお話でし

た。そこをどうクリアしていくのか。ケア

ハウスは町の中の人の最終目標と考えてい

らっしゃる方も町民はいらっしゃいます。

あそこに絶対入りたいと、最後は。夫婦で

入るのだ、いや、一人で入るのだ。大変人

気があるところでございます。大変町の中

で重要なことを担っているところでござい

ますので、あそこの中でもし当然入っては

いけない人というか、管理できない人がい

て、もし万が一事故でも起きたらどうする

のだろうと。私は医療的にはそう考えてし

まいます。そんな簡単なものではないとい

うのもよくよく分かりますが、何とかそこ

をうまく情報交換、それをやるのはやはり

町だと思うのですね。町の居宅介護支援の

主任ケアマネジャーがどこまでそれを把握

しているのか。そういう国保さんと特養と

町はつながっているかもしれない。そこの
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つながり、情報交換をする場所はどこで

しょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 ケアハウスの入所者の方が身体的介護が

大きくなって別な施設等の入所を検討され

る場合という部分については、ケアマネ

ジャーさんと御家族という部分でお話しさ

せていただきます。その中で、足寄町内の

特別養護老人ホームを御希望される場合に

つきましては、やはりそういったところで

ケアマネジャーさんと特別養護老人ホーム

の施設と直接お話をしていただいて、それ

で施設のほうに入所できる空きがあれば、

そういった部分の検討をされていくという

部分で、まずは当然施設の申込みという段

階にはなろうかと思いますけれども、そう

いったことをしていただくだとかという部

分で、その入所に対する部分については施

設と、ケアマネジャーさんのほうで直接お

話をされている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） それは、課長の

おっしゃられたのは、御本人や御家族が今

の現状はここでは駄目だと、どこかに移り

たいと、そういう希望があったときのこと

ですね。そういうのが上がってこない場合

ですね。上がってこない人もいらっしゃる

から今の現状があるわけで、なので月に１

回でも、二、三か月に１回でも、そういう

そこそこの、今ケアハウスだけのこと言っ

ておりますが、先ほど認知症グループホー

ムのことも私聞いております。そこの部分

で、情報交換という、それも町も入って、

今の現状どうなのだと、この施設でどうな

のだと。特にケアマネのいないケアハウス

はどうなのだということの情報交換をどう

するかということを、私はお伺いしていま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 ケアハウスの部分のお話を先にさせてい

ただきました。 

 グループホームにつきましては、まず運

営協議会のほうに福祉課の職員も参加をし

ていまして、そういった中でグループホー

ムの状況だとか、待機者数の状況だとか、

そういった部分も情報共有をさせていただ

いております。 

 ケアハウスの関係につきましては、直接

連携をという部分は、福祉課との連携とい

う部分は今現在ないですが、ケアハウスの

ほうからこういった状況なのですけれども

というような御相談があれば、当然福祉課

のほうとしましても相談には応じますし、

施設のほうでもそういった相談もお受けす

るという形になりますので、先ほど御家族

ということもありましたけれども、施設の

方がどうだろうという部分につきましても

御相談には乗れるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 確かにケアハウ

スは民間でございます。なので、対応が

ちょっと違うというようなことは分かるの

ですが、現状は大変なことになっていると

いうことを、まずは認識していただいて、

少し動いていただきたいなというところで

ございます。 

 ケアマネがいなくなってからしばらくし

て、今年の９月に居宅介護支援事業所とい

うのを、主任ケアマネがいれば開けます

が、それはもう廃止したというふうに、こ

れは理事の方たちのお話合いの下で、では

ケアマネが私は、一人入ってくればまたや

れるのではないかというふうにお話しした

ら、いやいやもうできないのだと。それは

なぜでしょうとお伺いしたら、ケアマネさ

んが一人いて、そういう介護報酬で報酬を
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受け取っていたけれども、とてもじゃない

けれどもそれでは賄いきれないと。年間に

ケアマネがいたときには、年間１００万円

の赤字が出ていたと。それを民間のケアハ

ウスがとてもじゃないけれども赤字覚悟で

やれることではないという、理事の判断だ

というふうに私は伺いました。なので、も

うとても置けないと。いや、厳しいなと、

経営状況も大変厳しいなと。今回は経営状

況のほうはそれ以上は言いませんが、その

辺の苦しさは今私よりも町側のほうがよく

分かってらっしゃるのだというふうに思っ

ておりますので、何とかあそこにいらっ

しゃる方たちが楽しく、安全にあそこにい

られるように、やはりその辺のフォローを

町のほうでしていっていただきたいなと。

施設ケアマネがいない場所は、特に注意し

て見ていっていただきたいと思いますが、

町長いかがでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ケアハウスの状

況、今いろいろお話がございましたけれど

も、当初元気な方が入られるという施設

で、入るときには元気だったのですけれど

も、やはり一定の期間を経ていくと、それ

ぞれ１歳ずつ年を取るわけですから、高齢

化もしてきて、そのうちにやはり体が自由

に動かなくなるだというようなことも当然

起きてくる状況になるのかなというように

思っています。 

 ケアハウスに入って、ではケアハウスで

一生そこで過ごせるかというとそういうわ

けではありませんので、やはり先ほどお話

あったように、その人その人の適したとこ

ろに入所されるのが一番やはりいいのかな

と。ですから、元気なうちはケアハウスで

もいいけれども、やはり介護が必要になっ

たりだとかしてくると、やはりケアハウス

ではなくて特養ですとか、また別な施設に

移らなければならない時期がやはり来るの

かなというように思っております。 

 そういうことを考えていきますと、先ほ

ど家族の方からの御相談だとか、それから

施設の方からの御相談だとかというのもあ

るのかなというように思いますけれども、

そういった相談に乗りながら、きちんとそ

の方たちがやはり一番適した施設に入所で

きるような対応を取っていかなければなら

ないということなのかなというように思っ

ています。 

 そういった部分では、やはり相談窓口と

いうところでいけば、例えば御家族の方が

特養のほうに直接お話に行くということも

あるかもしれませんが、その前の段階で例

えば役場のほうに相談に来るだとか、そう

いったこともあるのかなというように思っ

ておりますので、そのときそのときの対応

というのはきちんとしていかなければなら

ないのかなというように思っています。 

 そういう意味で、町としても福祉課が窓

口になるのかなというように思いますけれ

ども、いろいろな相談に乗っていきなが

ら、先ほど言ったように、その方の一番適

した施設に、なかなかスムーズにというこ

とにはならないのかもしれないです。やは

り入所できるタイミングというのはありま

すので、スムーズにはいかないかもしれま

せんけれども、それぞれの適した施設に移

行していくというか、そういうことをす

る、そのための相談というのは役場でも福

祉課のほうでも乗っていかなければならな

いのかなというように考えているところで

あります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 一般質問の途中で

はございますが、ここで休憩といたしま

す。 

 １１時１０分まで休憩といたします。 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 １０番進藤晴子さんの再質問から許しま

す。 
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 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 今ケアハウスの

件でいろいろお話をいただいた点なのです

が、それと関連して認知症のグループホー

ムが民間と町がむすびれっじのほうです

ね、ありますが、そちらの入所者の方たち

はどのぐらい入ってらっしゃるか。空きが

あるかどうかということですね。 

 それと、どのぐらいの期間、長期になる

のか短期で出ていかれる方が多いのか、そ

の辺の事情を簡単で結構ですのでお知らせ

ください。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 町内にはグループホーム、社会福祉協議

会で運営しているところが２か所とママサ

ポートえぷろんが運営しているところが１

か所の合わせて３か所ございます。 

 現在、入所者については２６名が入所さ

れているかと思います。 

 入所者の状況でございますが、やはり認

知症になられてから入られている状況があ

りまして、認知症になられた方しか入れな

い状況ですから、そういった部分で施設に

入られた後、身体的に介助が大きくならな

い場合については、あとは施設の判断にな

りますけれども、そのまま入所を続けると

いうような形になっておりまして、多くの

方が長期間グループホームを利用されてい

るというふうに認識しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ２７ベッド、ベッドでいうとあるうちの

２６がもう埋まっている。今は連携のこと

で言っておりますが、これも大変な危機的

な状況かなというふうに思います。将来的

にどうするか、受皿をどうしていくのかと

いうのが、本当に困ったことだというふう

に捉えております。そうですか。というこ

とは、ケアハウスさんで認知症がひどく

なって、やはり移ったほうがいいよと言わ

れても、身体的なことがあれば、介護度が

上がれば特養で対応できるけれども、認知

症のそういうことで移るという受皿がない

ということですね、ということになります

ね。分かりました。 

 一つの問題として受け止めて、対応して

いかなくてはいけない事項なのかなという

ふうに思います。分かりました。 

 連携のことについては、取りあえずこの

辺で終了いたしまして、次のことに行きた

いと思います。 

 今連携のことで町が対応してというふう

に訴えかけても、なかなか、はい、そうで

すか、やりますというわけにいかない事情

の中に、この３番目の地域包括支援セン

ター、これは福祉課の中にありますが、こ

のケアシステムの中での、私はやはり要に

なるところだと思っております。道の文書

のほうを見てもそのように書いております

し、ここが中心となってケアシステムが成

り立っているのだと思います。それが今現

状どうなのかというところで、職種のこと

が御答弁いただきましたが、この人数で１

人退職をしたということも聞いておりま

す。その中で、この業務内容ですね、盛り

だくさんの業務内容、どう見てもこんなこ

とが、これだけの人数でいろいろなケアマ

ネも主任も一緒、いろいろなことをやりな

がら、福祉課の中の仕事もやりながら専門

職が動いているというのが分かりました。

これが可能なのでしょうか、この業務内

容、この人数でこなすことが。これがやは

りあるからなかなか町も動けないという、

町自体も人が足りない。そうなのだとは思

うのですが、いかがでしょうか。どう捉え

ていらっしゃいますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし
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ます。 

 昨年まで地域包括支援センターの正職員

につきましては５名、昨年度当初までは５

名いましたが、本年度当初からは３名とい

う状況で、人数が減っております。そう

いった中で、業務内容等につきましても職

員等とも相談をしながら実施をしている状

況でございまして、ケアマネジャーの部分

につきましては外部の居宅介護支援事業所

のほうに委託をするだとか、そういった部

分での対応をさせていただいて、地域包括

支援センターでやるべき業務につきまして

は、そのまま継続をするというような中で

委託等も活用しながら実施している状況で

ございます。 

 そういった中でもやはり人数が足りない

という部分の中で、本年度短期ではありま

すけれども、御報告させていただきました

ように、認知症対応支援の会計年度職員だ

とか、介護支援員だとかという部分の職員

を配置をして、何とか機能を維持するよう

に努めている状況でございます。 

 今現在そういった部分で厳しい状況では

ございますけれども、今後そういった担い

手の部分につきましても募集をかける状況

で考えておりますので、体制については維

持したいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） では、役場の中

には地域包括支援センターのケアマネ

ジャーの業務をされている方のケアプラン

であるとかそういうものは、一部を外部に

委託しているという捉え方でよろしいです

か。それともケアプランとか全部外部に委

託しているというふうに捉えてよろしいで

すか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 居宅のケアプランについては、包括支援

センター担当のほうでは今現在受け持って

はおりません。介護予防だとかケアマネジ

メントの部分につきましては、地域包括支

援センターがそのまま継続して実施してい

る部分と、一部委託をしている状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 少し安心した部分があります。全部を

やっているのかというと、とてもじゃない

けれどもと思いまして、１２月４日の北海

道医療新聞の中に道内で初ということで、

これはもちろんケアマネジャーの仕事だけ

ではなくて、介護保険業務の一部を民間に

委託したという苫小牧市の話が載っており

ました。これ道内初で、委託内容は介護認

定申請新規・更新・区分変更も全部含め

て、受入入力や窓口や電話での市民対応な

どのマニュアル化できる部分に関してはも

う全て外に出すというふうなことで、大々

的に載っておりました。こういうのも受け

て、やはりお金はかかることでございます

が、どう募集かけても人材がいないのであ

れば、もうマニュアル化できるものはもう

外に出すという考え方をしていかないと、

もう成り立たないのではないかと思って、

この地域包括支援センターの業務内容を

伺ったところでありますが、その辺のこと

はいかがでしょう。今外部委託されている

こと以外にそういう考えというのはござい

ますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 介護新聞にも載っていました委託の部分

でございますが、本町におきましても認定

調査等につきまして一部委託をして実施を

している状況でございます。そういった部

分で、職員の業務ですね、職員数が少なく
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なったことによって業務が増えてきて、担

当職員大変な状況には一時期なりましたけ

れども、そういった部分で委託というお話

の中では認定調査も一部は実施している状

況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 職員の業務の効

率化ということでは、これは福祉課に至っ

ただけのことではなくて、役場内みんなそ

うだと思います。役場内のＤＸ化も進んで

きているというふうにも伺っております。

そういうＡＩなども取り込んでという話も

伺っております。もうどんどん取り入れな

がら、少しずつ業務を効率化をアップし

て、町民サービスにそれを変えていってい

ただきたいと思うのですが、特に専門部署

ですね。保健師そのほかの専門部署の人た

ちがやはりやりがいがあるというのはどう

いうものなのだろうと。これは保健師だけ

ではない、ほかのところでも専門職おりま

すよね。ほかの課長さんのところにもい

らっしゃるかと思いますが、その人たちが

足寄町のために、ここでずっとやっていき

たいとモチベーションを保つために、専門

職というのは何が必要なのだろうと。この

間課長と少しお話をさせていただいたとこ

ろですが、課長いかがでしょうか。保健

師、ケアマネ、その辺の専門職がどうモチ

ベーションを保って、足寄町で仕事をし続

けられるのかというところをお伺いしたい

と思います。もちろんこの間辞められた方

は前向きな退職というふうに私は伺ってお

りますので、それについてどうのというこ

とではございませんが、今後足寄町の中で

やっていきたいと思えるようなモチベー

ションを保つため、いかがでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 専門職、一般職にかかわらず職員につい

ては、基本的にはやりがいを持って仕事に

従事するということをしているかと思いま

す。その中で特に専門職は、自分たちが学

んできたものを発揮する場所という部分の

中でやはり培ってきたノウハウだとかを発

揮する、そういったことを発揮した中で、

それが形に出てくるという部分がやはり仕

事をやっていて充実感が出るものだという

ふうに私は考えております。 

 そういった中で、そういった職員が自ら

の考えで企画だとかしていただいた部分に

ついて、達成感ができるというような環境

をつくっていくべきかなというふうに私個

人では考えているところでございます。そ

ういったことができることによって、専門

職がやりがいを持って継続して仕事に就い

ていただくというようなことができるので

はないかなというふうに考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ぜひそうしてい

ただきたいなと思うのと、あとそれをでき

るようにするための一般職の力であると思

うのですよね。十分発揮していただきたい

なと思っております。 

 では、次に参ります。 

 次の介護予防・生活支援の現状です。 

 地域包括ケアシステムの中では、ここが

一番重要になってきて、やはりここが一

番、ここも人が足りない。ヘルパーです

ね。今現在ヘルパーさんの現状は社協さん

がやってらっしゃるかと思うのですが、人

数的にいかがでしょうか。答弁の中では、

需要が高まってはきているのだけれども、

結局ヘルパーの人員が限られているとい

う、この部分を少し御説明をしていただき

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 
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 ヘルパーにつきましては、今現在介護福

祉士の方が６名、ヘルパー２級、介護従事

者初任者研修のいずれかを受講された方が

３名という形でございます。 

 そういった中で、今軽度な方だとかの支

援というのが若干横ばいもしくは若干増え

てきているというふうに答弁をさせていた

だいておりますが、その時々でやはり支援

の量だとかが変わるものですから、そう

いった部分で一時的に足りないだとか、そ

ういった部分は起きている状況はあるかと

思います。 

 このような部分でいきますと、不足を若

干、欲しい支援という部分が提供できない

状況があるという部分の回答をさせていた

だいたという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ヘルパーも少ない。なかなか受けられる

サービスでも受けられなくなってきている

状況というふうに受け止めました。軽度の

支援を受ける方がどんどん増えてきている

ということは、言い方によっては、町民が

そういう支援が受けられるということが分

かってきているという、前向きな捉え方も

あるのかなというふうには思っておりま

す。あとは施設ですね。事業所の受入人数

が限られているから、優先度を勘案してと

なってますが、やはりサービスがなかなか

できてないというふうに思いました。 

 今４番目の生活支援の現状は、最終的に

は人が足りなくて受けられるサービスも受

けられなくなってきているという現状は分

かっていたことですけれども、確認したと

ころですけれども、最終的に今ケアしても

らえる人、してもらいたい人、サービスを

受けたい人とそれを支える側とのバランス

がもう崩れている、崩れ始めているという

よりももう崩れてきているし、今後もやは

りそうなっていくのを見越した上でのこの

ケアシステムだと思うのですが、朝日新聞

の昔記者が、なかなか分かりづらい、この

ケアシステムが、どういうことというとこ

ろで、一言で言える人はなかなか専門職で

も少ないかなというふうに思っておりま

す。どういうような意識でみんなこのケア

システムを見ているのか。この朝日新聞の

記者は簡単に「時々入院ほぼ在宅」、これ

が最終的なケアシステムの末路と言うと失

礼ですね、そういう未来像を一言で言うと

そういうこと。だから国民も私たち町民も

それを覚悟して、自分できちんとこれから

の先のことを、人生設計を立て、自分で準

備をしていくようにという、国からのもう

そういうことだと私は捉えております。こ

れを町民がどこまで分かっているかという

のが、本当は一番これは大事なことなのか

なと。植木鉢に例えますと、一番下の受皿

の部分が本人の選択と本人家族の心構え、

これがないともう崩れていくわけですよ

ね。ここをどうするかというところが役場

の、町のみんなにどうそれは分かってもら

えるかというところが、力の見せどころの

ような、私は気がするのですが、まず病院

にお聞きします。 

 医療従事者、病院で働いている事務職の

方皆さんはこのシステムのことを勉強する

機会があったとか、この十数年間の間に

あったかどうか、どういうふうに受け止め

ているか、理解されているかどうかという

ことをまず病院にお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 病院の事務のほうが連携のシステムを理

解しているか、この循環システムですね。

理解しているかということでよろしいです

かね。 

 この１０年間というか、そういった機会

だとか連携システムを勉強する機会、例え
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ば講演会があったりですとか、過去にはそ

ういうこともあったのかなと思います。 

 今コロナになってから、そういった取組

もあまりなくなったということで、今それ

ぞれがこの連携のシステムについて、しっ

かりと理解しているかと言われますと、

ちょっと疑問もあるところです。私自身も

本当にこれを熟知しているのかということ

を言われますと、なかなか胸を張って言え

ないなというところがございます。 

 今ちょっとそういったお話もありました

ので、これは村上院長先生が来てからこう

いったシステムを構築しているということ

で、いま一度初心に返ってというか、そう

いったことを職員の間の中で情報を共有し

ていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 私も一緒でござ

います。私も分かっているかというと、な

かなかということで、今回調べたときにも

啞然というかびっくりしたのが、病院のケ

アシステムの中の、一中学の範囲の中での

システムなのですけれども、その中でのそ

この病院、国保病院ですね。国保病院さん

の考えるところというのが、考え方が全く

今までの考え方と違うのですね。昔の病院

というのは医学モデルで何かというと、病

気を治すというのがもちろんそうで、今も

多分そういう感覚というのはもう消せな

い、当たり前ですね、医療ケアをするとこ

ろなので。なのですが、ケアシステムの中

でいうと、ＱＯＬが最大限確保されるこ

と、それが目標になるらしいです。だから

もちろん先生方のお考えとかに、その人の

考え方も、患者さんの考え方もあろうかと

思いますが、何を求めるかというところは

病気を治すことではないのですね、この考

え方が。自分の人生をどううまく表現し

て、自分が納得のいく人生を送れるための

ケアシステムということで、私も看護師と

してやはり意識の改革が必要なのかなと、

病院が、医療従事者も、というふうに考え

ているところであります。 

 なので、やはりこれから今コロナもまだ

終息はしておりませんけれども、これから

先のことを考えて、定期的にそういう勉強

会も、医療者も介護者もそれぞれ一緒に

なっても構いませんので、勉強をし続けて

いくことが、まずは連携のまず第一歩かな

というふうに私は感じたところでありま

す。 

 そして、介護施設の方はどうでしょう

か。同じでしょうか、病院と。勉強会とい

うのは開いてますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 介護施設という限定ではございません

が、医療、介護の連携の関係で、学習会、

研修会を実施して情報共有等を図っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 中学校を一つの区、足寄町は小さな町だ

けれども広い町。その町は一つになってい

るので、そこの中のケアシステムなので割

かしやりやすいし、構築もしやすいと。今

回三意会のことがありましたが、そういう

やりやすい町、地域であるというふうに受

け止めてます。 

 都会に関してはそういうのがいっぱいあ

るわけですよね。まず病院とそのシステム

を組むことすらなかなか大変だというふう

に聞いております。なおかつ隣に誰が住ん

でいるかも分からないところで、ケアシス

テムがどうなんだと言われても、その人た

ちに広報や啓発活動をすることもなかなか

難しい。いろいろな取組がされていて、こ

れは川崎市でやってますが、やはりキャッ
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チーなそういうものをつくって、なかなか

戦略的な広報活動をしているまちがござい

ます。なので、単に町民に対して、勉強会

を開いて、こういうふうに考えるのだよと

言ってもなかなか伝わらないというところ

があって、地域包括ケアシステムキャラク

ター「ちけあ丸」君、だるまさんのかわい

いお人形で、そういうものもつくり、市民

に提供し、こういうふうな考え方なのだよ

ということを知らしめている。 

 あと全体的に広報をするのではなくて、

高齢者に今の７０代、８０代の人に地域包

括ケアシステムのことをお話ししても、そ

れはもちろん無駄だとは思わないです。自

分が受けられるサービスも勉強しなくては

いけないし。ですが、一番大切なのは５０

代から６０代ですね、現役世代。これから

将来を自分の老後のことを考えていく世

代、あとはまた子供たちですね。そういう

世代にポイントでやっていく、広報してい

くというやり方をしているところもござい

ます。これはそのところどころによって、

その地域地域によって違いますが、何とか

町民が自分のことは自分で頑張って考えて

いこう。あと、でも余裕があったら隣の人

もちょっと見ていこう、そういうようなこ

とができていけるような地域包括ケアシス

テムの土台ですね、それが町民に浸透して

いくように、私は町がやはり動いていくべ

きかなと。３年間コロナの明けた後、やは

り動いていかなくてはいけないのではない

かと。それが在宅医療と介護の理解の促進

が進んでいくのではないかなと思います。 

 現在三意会の話で、大変町民はびっくり

し、やはり今後のことを危惧している方が

たくさんいらっしゃると思いますので、今

が地域包括ケアシステムを町民に理解を求

めていくいい機会と捉えて、町民みんなで

考えていきたい、考えていこうよというと

ころの姿勢を町が示していただけたら、大

変私はありがたいなと思うのですが、町長

いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今話があったよう

に、なかなかコロナのこの３年の中で、人

が集まるという機会もぐっと少なくなりま

したし、できなかったという状況。それ

と、コロナが一定程度５類になったけれど

も、いろいろな場に皆さんがみんなで集ま

ろうという、そういったときに非常に集ま

りづらいというか、今までのこの３年間の

中でそういう機会を失ったりとかしてき

て、そういう生活に慣れてきてしまったと

いう部分などもあってだと思うのですけれ

ども、なかなか皆さんが集まってください

といっても集まりづらいというか、集まっ

てこようという空気になってこないという

ような状況がやはり起きてきているのかな

というように思っているところでありま

す。 

 しかしながら、今後の部分でいきます

と、介護ですとか医療ですとか、そういっ

たものがまず本当に自分事できちんと捉え

ていかなければならないということは、こ

れからの社会の中で非常に必要なことに

なってきているというように思っていま

す。今までお話あったように、人材も非常

に少なくなってきて、確保するのも非常に

大変だと。そういう中で、では何ができる

のかというようなところで、やはりみんな

が、それぞれの方、町民の皆さん方も自分

のこととして、きちんと捉えていかなけれ

ば今後の部分でいくと、ならないことなの

だろうというように思っています。 

 そういった意味で、そういうことを町民

の方たちにも知っていただく、そういった

機会というのはつくらなければならないと

いうように思いますし、なかなか先ほども

言ったように、人をみんな集めてだとかと

いうことにはならないのかもしれないです

けれども、いろいろな広報ですとか、いろ

いろなことを使いながら、ホームページで

すとか、いろいろなものを使いながら、そ

ういうことをＰＲしていく。それから、い
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ろいろなところで人が集まるだとか、そう

いったことがあれば、そういったところで

も例えば周知をしていくだとか、そういっ

たようなこと、そういう機会機会を使いな

がら、少しずつでも理解を深めていくとい

う、そういった取組が必要なのかなという

ように思っているところであります。 

 そういう取組を、これから町としても取

組をしなければならない部分だというよう

に思いますし、それからコロナも完全に終

息したわけではありませんけれども、少し

ずつ人が、皆さんが集まってというような

機運になってはきているというようには思

いますので、そういう機会を捉えながら進

めていければというように思うところであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 本当にそのとお

りだと思います。ぜひ、今どなたかの言葉

ではありませんけれども、ピンチをチャン

スに、今はこういう三意会がなくなるとい

うことで本当に不安に思っている、このと

きに町民に訴えかけるというのは大変重要

なことだというふうに思います。 

 高齢者だけではなく若い方に向けても、

どんどん発信していっていただきたいなと

思うところであります。 

 地域包括ケアシステムは、５項目、五つ

の構成要素になっております。その中で

も、今日は幅が広くてなかなかお話を聞く

ことができなかった住まいの問題であると

か、もう本当に幅が広くて大変な思いをさ

れているのではないかなと、町は、私も

思っております。なので、自分たち町民一

人一人もやはりそういう自分のことは自分

でしようという、その気持ちを持ちなが

ら、これから私も生きていきたいと思いま

すし、どんどんそういうところを刺激し

て、町には、いっていただきたいなと思い

ます。 

 あまりまとまりませんが、本当に今日は

ありがとうございました。よろしくお願い

いたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１０番

進藤晴子君の一般質問を終えます。 

 次に、５番田利正文君。 

（５番田利正文君 登壇） 

○５番（田利正文君） 昨日に引き続き、

再質問をさせていただきます。 

 昨日答弁いただいたわけですけれども、

頭の隅ではなくて真ん中にクエスチョン

マークがついたまま移行したのが２個あり

ますので、建設課長のほうから説明もう一

度お願いしたいと思います。 

 一つは、園内の道路ですね。総合体育館

のところからキャンプ場のところまでつな

がる園内道路があと２年かけて造ると。そ

れが出来上がった場合にキャンプ場に入る

入り口、里見が丘のところから入る入り口

と、それから南４条ですか、あそこから入

るところと、二つあると私は思って、そこ

で二つの看板必要ではないかという話をし

たつもりなのですけれども、それは違うの

だと言われて、何がどうなっているのか分

からなかったです。 

 それからもう一つは、園内路ができたと

きに、里見が丘の旧芝桜公園のところ、

キャンプ場に入ってきて、そのままこちら

側に来れるのかと思ったら、それも来れな

いという話だったのですね。そこはどうし

てなのかなと、そこがちょっと分からな

かったものですから、これをお願いしたい

と思うのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） まず１点目の

看板の関係でございますけれども、現在旧

里見が丘公園の前に大きな看板で里見が丘

公園と書いてある看板がございまして、そ

れを見て町外からいらっしゃる大型遊具等

に行かれる方々は、それを見て間違って

キャンプ場へ入っていくということもござ
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いますので、次年度以降にその里見が丘公

園と書いてある看板につきましては、そこ

をちょっと改修をして、公園へ誘導するよ

うな看板に変えていこうというふうに現在

考えております。 

 それと、園路につきましては、令和６

年、７年に整備をする予定でございますけ

れども、それは総合体育館のほうから里見

が丘公園の球場を通って、足寄高校から園

路を造って、国道に沿って園路を作成する

予定でございます。ちょっと答えになって

ないかもしれないのですけれども。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 暫時休憩させてい

ただきます。 

午前１１時４３分 休憩 

午前１１時４５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 昨日この図面が無

くて話を聞いたときにはクエスチョンマー

クがついたのですよ。斜線が入って、この

道路が新しくできるところありますね。で

きて、里見が丘から入ってきたら、旧青少

年会館のところに曲がってキャンプ場に行

くと、それを右に曲がれば新しい道路がで

きるのだから、総合体育館のほうに下りる

のではないかという認識があったのです。

だから、里見が丘のところと国道のスタン

ドがあるところに看板が２枚要るのではな

いのかという認識であったのですよ。それ

が違うのだというから、どこが違うのだと

分からなかったのですよ。 

 そして、この園内路ができた後、２年後

ですけれども、できた後にキャンプ場に今

入るところのものが閉じられるという話で

すね。閉じられたら当然もちろんこっちに

行けないわけですから、キャンプ場に行く

方も全部一回まちに下りて、ガソリンスタ

ンドのところから上がってキャンプ場に行

くというふうになるということですね。そ

ういうことでいいでしょうか。それであれ

ば、今課長が言われた、里見が丘公園と書

いてあって、キャンプ場と書いた看板はな

くすということですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） 完全になくす

とまだ決定はしてございませんけれども、

必要はないのかなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 最初はそれがあれ

ば、ここに左に寄って入っていく、キープ

レフトと言うのですか、何というのですか

ね、そういう侵入路が必要なのかなと思っ

たのですけれども、ここは入らないとなれ

ば必要ありませんね。下手な看板があると

余計迷いますので、ないほうがいいと私は

思っています。 

 次ですけれども、もう１点ですね。 

 ふわふわドームのところに赤い文字の大

きな看板があって、この遊具は３歳から６

歳までですよとか書いてあるのです。昨日

お話ししたターザンロープのところにもス

テッカーが小さく鉄柱に貼ってあるので

す。ただしそれは何歳から何歳と書いてあ

るのですけれども、何が危ないかと、私見

て分からなかったのはそこなのですよ。 

 親御さんが言うのは何かというと、３歳

から６歳といっても、うちの子なんか大き

いのだと、身長が。だから駄目だといって

もここに上がると言うのですよ。ここに上

がってつかまって乗るというのですよ。そ

れはできないことになっているのですね。

ここに上がったら駄目だと。けれどもそう

いうことを書いてないのですよ。だから、

それが年齢は全然違うのだけれども、体が

大きいからそれを使えると。それもお母さ

んが見てそのままやらせるわけでしょう。

そういうときに、過去にこういう大型遊具

の中で事故がなかったのか。あるいはヒヤ

リ・ハットというような報告がないのか、
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ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 大型遊具等を設置して以来、五、六年経

過してございますけれども、担当のほうに

確認したところ、ヒヤリ・ハットのような

事例、あるいは事故等は現在のところ起き

てございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） それを聞いて安心

しました。 

 ただし、ふわふわドームのところにある

ような、この遊具についてはこんなふうに

して使いなさいという、最低限の使用ルー

ルみたいなものはターザンロープであれば

乗り場というのですか、大型滑り台でいけ

ば上るところですか、そこに１か所やはり

大きくなくてもいいですけれども、ふわふ

わドームのところにあるようなものを１か

所やはりつくる必要あるのではないかと思

うのです。 

 メーカー任せで建造物の鉄柱にちょっと

貼ってあるシールでは駄目だと思うのです

ね。公園を提供している町としてきちんと

やはり子供の安全あるいは事故がないよう

にという観点からすれば、そのぐらい設置

する必要があるのではないかと思うのです

けれども、それはどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（松野 孝君） 町長お答え申

し上げたように、次年度以降に向けて、ど

のような看板を設置したら、遊んでいただ

けるお子様と親御さんたちに安全に遊んで

いただくよう周知できる方法を、ふわふわ

ドームについているところのような大型看

板がいいのか、もっと安価につくれる看板

でもいいのか、十分検討した上で設置に向

けて検討を続けてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 今の答弁で、そう

いう看板は安全上必要だというふうに認識

されたというふうに取っていいですね。 

 次に移ります。 

 今度は教育委員会のほうになるのです

が、答弁を改めて読みますと、「競技団体

である足寄町パークゴルフ協会との連携を

図りつつ、必要に応じてスタート台の張り

替えや距離案内板の書き換えなども行って

おります」という答弁ですね。今期が終

わってから、私見に行ったのは多分１０月

だと思うのですけれども、もう凍り始めて

ましたから、スタート台はどういう構造に

なっているかと分からなかったのですね。

それで、再質問する前にちょっとお聞きし

たいのですけれども、パークゴルフのス

タート台、これどんな構造になっているか

お聞きしたいのです。例えば上にマットが

張っていますね。マット張り替えというか

らマットだけ張り替えれば済むのか。けれ

ども見たら、凸凹になっているのですね。

それからこういうふうになっている、傾斜

があるというのは分かるのですけれども。

だからマットを替えるだけでは、多分済ま

ないのだろうと思うのですけれども、マッ

トの下に例えばコンパネみたいな板が入っ

ているとか、さらにその下は土がきちんと

踏み固められていて砂利が入って硬くなっ

ているだとか、どんなふうなのか分からな

かったものですから、その辺教えていただ

きたいと思うのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 コースによっても仕様は違うのですけれ

ども、一般的にはコンパネというよりも、

何というのでしょうね、正方形的な台のも

のの上に人工芝のようなものを敷いている

ようなのが一般的かなということでござい

ます。 

 以上でございます。 
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○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） その板は当然木材

だから腐りますよね。その板の下はどう

なっているのですか。今さっき聞きました

けれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 生半可な知識

で適当なことを言うわけにはいかないの

で、私今回質問を受けて現地見てまいりま

した。その中で、ときわだとかグリーンヒ

ル、ウエストヒル見てきたのですけれど

も、大体四角の木の部分、その下はそんな

に深くまであるようなものでございません

ので、板の上に、その下は土になっている

ということで認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 四角い板を置いて

あるというのは分かりましたけれども、そ

の下の土はどういうふうになっていると、

ごめんなさい、ちょっと聞こえなかったの

ですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） それを置いて

あるというふうに認識していただければい

いのではないのかなと思います。 

 その上に置いてあると、スタート台がで

すね。その下は土になるということで理解

いただけないでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） すみません。耳が

悪いのもあるのですけれども、よく理解で

きないのですね。鉄の枠ありますよね。鉄

の枠の上に板を乗せてあるということなの

ですか。だから下の土は大した、どうなっ

ているかは多少平らであれば支障はないと

いうことなのでしょうか。そういうことで

しょうか。 

 今の私の認識でいいですか。鉄の枠が

あって、その上に板が乗っかっていると。

その上にマット張ってあるのだという認識

でいいのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 説明が悪くて

申し訳ないのですけれども、地べたの上に

板だとか、コースによってはプラスチック

のものもあるのですけれども、そういった

ものが乗っていて、その上に人工芝を敷い

て、それを鉄の枠で移動しないように固め

ているといったような構造ということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） すみません、理解

度がめちゃくちゃ悪いのですけれども。 

 種類はプラスチックがあったり木材が

あったりするのですけれども、張り替える

ときに、こういう小さい凸凹あるというの

は、それはマットを張り替えるだけで直る

ものでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 実際修繕しているのは担当の者になるの

で、そこまで具体的に確認はしてないので

すけれども、もし凸凹があればその部分は

削るなり交換するなりということで平らな

形にしているというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 定期的にとは書い

てないな、書き換えや張り替えをやってい

るというふうになっているのですが、これ

は協会のほうから、ここのゴルフ場の何番

のところのスタート台が駄目だとか何とか

という要請があって初めて動くものでしょ

うか。それとも定期的に教育委員会のほう

で見回っていて、これ駄目だからというふ

うに張り替えしなさいという指示出るの

か、そこはどうなのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 
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 そういったものについては、担当の者で

気がつけばその都度修理等の対応をします

し、あとは利用者の方から、ちょっとここ

傷んでいるんだけどだとかいう御指摘があ

れば、定期的ではないですけれども、その

都度対応させていただいているということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 私が見てきた範囲

ではほとんどのと言っていいぐらいのス

タート台が狂ってます。素人が見てもで

す。だから本当にやりたい方が見たら、か

なり駄目なのだろうなと思います。 

 それで、パークゴルフ協会の公認コース

というのですか、そうなるとまた違うの

か。それからグリーンヒルだとか町民セン

ターの横のシラカバコースだとかというの

とは、また扱いに差があるのでしょうか、

それは。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 足寄町で公認コースといいますと、とき

わコース、ときわ東コースになりまして、

ここについては協会のほうの公認を受けな

ければなりませんので、しっかり公認を受

けるためのレベルに達しなければならない

ということでなっております。それ以外の

コースについては公認コースではございま

せんので、どうしてもちょっと、あくまで

健康づくりといったようなことを主に考え

ておりますので、そういった部分について

は、ときわコースよりもそういった部分の

精度だとか状況はちょっと落ちている状況

かなということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 現場のというか、

ゴルフ場の各コースの状況を見て、例えば

教育委員会のどなたがやるのか分かりませ

んが、担当者の方が見て、定期的に見て、

剝がれているよ、直したほうがいいよと判

断できるのかどうかというところを知りた

かったのですね。というのは今期も終わり

ましたけれども、この質問に当たって私シ

ラカバとときわとグリーンヒル、３か所全

部回ってみました。けれども鉄枠あるとこ

ろ、鉄枠が浮いているのですよ。下手した

らそこに当たってはね返るということもあ

るでしょうし、それからこういうふうに差

がついているところもあるし、もちろん凸

凹になっているところが結構あるのです

ね。だからはぐってみたかったのです、本

当は。どうなっているかと、構造をね。そ

れはできませんでしたので見てはいないの

ですけれども、そういう状況があるのだけ

れども、ここに答弁であるように、張り替

えをやっておりますというふうになってま

すけれども、やられてないのではないのか

という気がしたのですよ。もう今期は終わ

るから年明けにやればいいことなのでしょ

うけれども、１０月末までの段階でやられ

てなかったということは、やはりやられて

ないのではないか。あるいは気づいてない

のではないのかという気がしたのですよ。

その辺はどうなのでしょうかね。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） どうしてもそ

のとき気づかない点はあろうかなというふ

うに思います。そういった部分について

は、利用者の皆様に御迷惑をおかけしてい

る部分は率直にあるのかなというふうに思

います。 

 シーズン中にでもちょっと直してほしい

のだけれどもという御相談いただければ、

その都度やりますが、今回改めて各施設再

度確認に行きましたけれども、例えば

ちょっとときわであれば野生動物等にどう

も荒らされたようなところもありますの

で、そういったところ含めて、シーズンが

始まる前には御指摘いただいた部分につい

ては再度確認して、必要な措置を取りたい
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というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） それでは、午後１

時までお昼休みのため、休憩といたしま

す。 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 ５番田利正文君の再質問から許します。 

○５番（田利正文君） 時間を取らせて申

し訳ありません。 

 最後１点だけお伺いしたいと思います。 

 スタート台の張り替え、それから案内板

の書き換えなど、１台に当たりどのぐらい

の費用と手間がかかるのか、ちょっと大

ざっぱで結構ですけれども、分かるもので

したら教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えさせて

いただきます。 

 先ほどスタート台の材質について木材と

いう御説明しましたが、それ以外にも平板

ブロックだとかもございますので、追加し

て修正させていただきたいと思います。 

 あと、改修に係る費用ですけれども、と

きわコースなどではゴムチップを使った台

ということで、それを交換するともう六、

七万円かかるということで、それについて

はマットの張り替え、上の人工芝ですね。

人工芝の張り替えについては職員が自前で

人工芝を購入してきて、それを張り替える

ということですので、たくさんロールで

買ってきますので、安価にできているので

はないのかなというふうに思います。 

 あと、案内板ですね。案内板については

ペンキを上から塗るような作業ですので、

協会の方、ボランティアでやっていただい

ている場合もあるというふうに聞いており

ますので、それもそんなに費用かからなく

てできるのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） これで終わります

けれども、全く私的な考えですけれども、

私が入っていたパークゴルフのサークル、

高齢化で消滅してしまいました。だからこ

こ何年かもうパークゴルフやったことない

のですよね。議員間での交流会あるとかで

なければやったことないという状況ありま

すから、僕らのような者がやる場合には曲

がってようと、多少ゆがんでようと、例え

ば距離が５０メートルあろうと３８メート

ルあろうと全然関係ないのですよね。そこ

に目がけて真っすぐも打てませんから。そ

れはいいと思うのです、僕らみたいな立場

ではね。けれども公認コースとなって、十

勝の大会があるとか、全道の大会があるの

かちょっと私は分かりませんけれども、そ

ういった場合のところはやはり対応が違う

のだろうと思います。 

 それでもそんなにあそこの公認コースで

大会開かれたと報道は耳にしてませんか

ら、そんなにないのかと思いますけれど

も、ただし僕らのような者が健康のため

に、あるいは遊びのためにやる場合であっ

ても、けががないように、あるいは安全な

ように、そこだけはやはりきちんとしてい

ただいて、これはまずいなというところは

やはり直してもらう必要があると思うので

すね。 

 例えば鉄枠入っているところありますよ

ね。あれはこういうふうに段差があると危

ないと思うので、ああいうようなところは

やはりきちんと直してもらう必要があるの

だと思うのです。 

 もう一つは、ゴールまでの案内板のとこ

ろに、例えばグリーンヒルのところ見てき

たのですけれども、剝がれているのですよ

ね。あれはもちろんやっている方がちょっ

と一報くれれば、あそこ剝がれかかってい

るよと言ってくれれば直せるのでしょうけ
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れども、そんなことも含めて、必要なとき

に必要な処置を取っていただければ助かる

のかなという気はします。 

 その辺が、例えば職員の方が定期的に回

るかどうか分かりませんけれども、そうい

う情報が入るのかどうかということを知り

たいですね。 

 それとあとは、協会のほうから公式コー

スは、もし大会があればきちんとしてくれ

という要望があるでしょうけれども、ふだ

んなければそれなりの利用方法でやってい

るのだと思います。だから公式にここをこ

ういうふうにしてくれというふうに要請は

あまりないのかなという気がするのですけ

れども、その辺はどんなものでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 プレーヤーの安全を図るというのは本当

おっしゃるとおりだと思いますので、再度

確認して危ないところが、危険なところが

ないか、確認させていただきたいと思いま

す。 

 あと、ときわコースですね。協会の方と

は担当のほうから聞いたところでは、例え

ばときわコースであれば、ボールが飛びす

ぎないネットを張るだとか、ＯＢ杭の場所

だとか、そういうこと含めて、競技環境の

状況含めて協議させていただいていると

いった中で対応させていただいているとい

うことですので、御理解いただきたいなと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） これで、最後にな

ります。 

 スタート台のこともありましたけれど

も、今次長言われましたように、球打っ

て、例えばシラカバコースなどでしたら、

里見が丘公園と関係ないですけれども、道

路まで出てしまうのですよね、打ったら

ね。あれが出ないようになってなければ危

ないなという気がするのです。だからネッ

トを張ってあっても、下にきちんと止めて

ないと出ていってしまうというのが、私自

身でもありましたから、そういった意味で

の危険な箇所があれば、きちんと補修する

なり固定するなりということを気をつけて

やっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 その辺があればいいと思うのですけれど

も、その辺ちょっと改めて。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 私も年に何度かプレーさせていただきま

すけれども、どうしても上手になると

ショートカットしたりだとか、そういった

部分で思い切り打って、あとボールを上げ

るだとかという危険性がある部分について

は、ときわコースについてはネットだと

か、あとプレーのスタイルの周知だとかと

いう部分を対応させていただいています。 

 今おっしゃられたシラカバコースの部分

も含んでいるのかなと思うのですけれど

も、シラカバコースについては３０センチ

くらいのガードネットですね、これは外周

を巻いてますので、よほど思い切りボール

上げなければ出ていくことはないのかなと

いうふうに思いますし、再度そういった状

況確認させていただきながら、安全にプ

レーできるように、楽しんでいただけるよ

うに対応したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） グリーンヒルコー

スなどもそうですけれども、大型遊具に来

られた方がふっとこちらに歩いてきて、

ボールに当たるなんてことがなければいい

と思ってますので、その辺のところちょっ

と見ていただいて、安全を確認していただ

ければと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございま

した。 
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○議長（髙橋秀樹君） これにて、５番田

利正文君の一般質問を終わります。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 行政報告の前に、

今朝ほど議長のほうからお話いただきまし

たけれども、議案に間違いがありまして、

訂正をさせていただきました。 

 今後も議案に間違いのないように、十分

注意したいというように思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。大変今回

は申し訳ございません。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたの

で、追加の行政報告２件を申し上げます。 

 まず、医療法人社団三意会が運営する介

護療養型老人保健施設あづまの里を令和６

年３月末日をもって廃止する旨、三意会か

ら連絡がありましたので、概要について御

報告いたします。 

 あづまの里は、平成２４年４月１日に、

医療ケアが必要な高齢者の受皿として、病

床５０床を有する我妻病院が老健施設へ転

換して事業を開始し、本年度で１２年目を

迎え、この間、足寄町が推進する「医療と

介護、保健、福祉の連携システム」におけ

る重要な役割を担っていただいておりまし

た。 

 しかし、介護事業所を取り巻く環境が厳

しくなったことから、町としましても足寄

町議会の御理解の下、令和元年度から令和

５年度までの５年間の債務負担行為によ

る、あづまの里に対する経営安定のための

財政支援を行い、その間、三意会におきま

しても、経営安定に向け、役員報酬の減

額、職員数の減、経費削減等経営改善に向

けた努力をされてきました。 

 そのような中、昨年の春、三意会よりあ

づの里の運営についての相談があり、町と

しても運営継続に向け、現在行っている財

政支援に加え、どのような支援等ができる

か検討し、三意会においても、あづまの里

の運営継続に向け様々な対応等を検討して

おりましたが、人員確保経費の増加に伴う

経営の悪化や人材不足により、ケアの質の

維持や継続が困難であるとし、本年１１月

末に令和６年３月末日をもってあづまの里

を廃止することを決断した旨の報告があっ

たものです。 

 あづまの里の廃止に伴い、施設利用者の

処遇が一番心配されるところですが、４７

名と書いてありますが、４６名になるのか

と思います、の方の全員が本町の特別養護

老人ホームや国民健康保険病院へ入所・入

院することは不可能であるため、あづまの

里において町外の施設も含め、利用者が転

所できる施設の枠を確保したとの報告を受

けております。 

 また、あづまの里が施設利用者の御家族

に対しまして説明会を行い、利用者の適正

処遇の確保を図っていく予定と聞いており

ます。 

 なお、在宅療養支援診療所ホームケアク

リニックあづまは継続されます。 

 本町といたしましても、あづまの里と情

報共有・連携を図り、利用者とその御家族

からの相談等の対応や、あづまの里に勤務

されている職員の方が町内で働き続けられ

るよう、対応を検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解賜りますようお願

い申し上げ、御報告といたします。 

 次に、国の令和５年度補正予算に係る

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金」を活用した本町における実施予定事業

について御報告いたします。 

 令和５年１１月２９日に国の令和５年度

補正予算が成立し、翌３０日に本町の交付

限度額が８,６１５万４,０００円である旨

の通知がありました。限度額の内訳は、物
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価高騰の負担感が大きい低所得者世帯の負

担軽減を図る「低所得世帯支援枠」が５,４

５７万８,０００円、物価高騰の影響を受け

る生活者や事業者に対して国が提示する推

奨事業メニューに沿った支援を図る「推奨

事業メニュー」が３,１５７万６,０００円

で、本交付金を活用した事業に係る予算を

本定例会に追加提案をさせていただいてお

ります。 

 「低所得世帯支援枠」を活用した事業と

しましては、物価高騰対応重点支援給付金

給付事業として、住民税非課税世帯へ１世

帯当たり７万円を給付する費用と、その事

務費を計上しており、財源としましては、

最終的には限度額にかかわらず実績額と同

額が国から交付される見込みとなっており

ます。 

 また、「推奨事業メニュー」を活用した

事業の内容は、物価やエネルギー価格高騰

により収支が圧迫されている町内福祉事業

所を支援する福祉施設等物価高騰対応支援

交付金２３６万４,０００円、飼料や肥料、

エネルギー価格高騰の影響等を受け、経営

が厳しい状況にある町内農業者を支援する

物価高騰対応農業支援補助金４,４００万

円、エネルギー価格高騰で厳しい経営環境

に置かれている町内中小企業の省エネ化に

つながる設備投資を支援する中小企業物価

高騰対応支援補助金５００万円となってお

ります。 

 実施予定事業の詳細につきましては、別

紙資料を御参照ください。 

 なお、「推奨事業メニュー」の交付金

は、全額これらの事業へ充当する予定とし

ておりますが、物価高騰の影響を受ける生

活者や事業者に対する支援につきまして、

引き続き町内関係団体との情報交換等を行

い、必要な対策を検討してまいりますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げ、

御報告といたします。 

 以上、２件の追加の行政報告とさせてい

ただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会といたします。 

 次回の会議は、１２月１９日、午前１０

時より開会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後 １時１５分 散会 
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